
くらしのお困りごとはありませんか11回覧 


では専門家が無料で相談に応じます(要予約)!! 


さいたま一日合同行政相談所』の開催日時と会場Ir，】【注意，� 

当日の混雑緩和のため、完全予納制|� 

参加予定機関等(相談には予約が必要です)

とさせていただきます。� 
10日時�  
I

10月� 18日(水)� 10: 30"'16 : 00 
(相談には予約 (10/10かち受付)が必要です)

予約は� 10月� 10日(火)10 : 00からです。� O 会場 浦和コルソ� 7階ホール(要予約)
(10/11から� 10/16までは平日の� 9:00- 所在地:さいたま市浦和区高砂� 1-12-1 

17:00に予約を受け付けています)

予約は 総務省関東管区行政評価局� 法務局・労働局・整備局・埼玉県・さいたま市・年金事務所・弁護士・

050・3849-9770 または� 税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・

050-3849-9883 まで"� 
公証人・行政相談委員・行政評価局

「こんなこと相談できる� ?Jとお困りの方ちお気軽にお電話ください!

O お一人当たりの相談時間は� 20分程度です。� 

O 定員に達し次第予約の受付けを終了させていただきます。
【主催】総務省関東管区行政評価局 き〈ゐL婚玉

(愛称:行政相談きくみみ埼玉)

無料、 【後援】埼玉県

秘密厳守です。 【協力】さいたま市、埼玉行政相談委員協議会� 

お気軽にどうぞ。� Eフ左5 -AZ瑠a;g.:a政指膨!! 
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国民の皆様の易近な相談相手として、全国に

約� 5，000人 〈各市区町村に� 1人以上)が配

置されています。役所や商業施設などで相談

を受けています。詳細は関東管区行政評価局

士護弁

相談lζ対応

行政書土 税理士

または各市町村までお問い合わせください。
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年金・登記・労働問題のほか、

一日合同行政相談所ではこんな
ことも相談できるよ!

・相続の手続きが知りたい� 0


.遺言書の書き方は?


.相続と生前贈与の遣いは?

・会社とトラブルが・.

fインターネy卜による行政相談受付j 

f行政相談委員オフィシャルウエフ‘サイトJ 園田砂�  

QRコードを読み込んで‘アクセスできるよ!


